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令和６年１０月１６日 

浜松市財務部技術監理課 

 

浜松市週休２日制工事（建築工事）の積算について 

  

浜松市週休２日制工事（建築工事）実施要領を適用する工事の積算等は、以下による。  

  

１ 労務費の補正  

 週休２日制工事において、対象期間中の現場閉所（現場休息）の状況に応じた以下の補正係数によ

り労務費（予定価格の元となる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格

（材工単価）の労務費）を補正する。  

(1) 月単位の週休２日制工事（４週８休以上） 補正係数 1.04  

(2) 通期の週休２日制工事（４週８休以上）  補正係数 1.02  

  

２ 工事費の積算、変更方法等  

(1) 発注者指定方式 

予定価格は、月単位の週休２日を前提に１(1)により労務費を補正し工事費を積算して作成す

る。 現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の週休２日に満たない場合は、補正係数

を１(2)に変更し、通期の週休２日に満たない場合は、補正係数を除し、請負代金額のうち労務費

補正分を減額変更する。 

(2) 受注者希望型方式 

予定価格は、原則、月単位の週休２日を前提に１(1)により労務費を補正し工事費を積算して作

成する。現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補正係数を１(1)又は１

(2)に変更し、通期の週休２日に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分

を変更する。 

また、対象期間開始前に月単位の週休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合

（受注者が月単位の週休２日の取組を希望しない場合を含む）は、契約締結後における直近の変

更契約時に合わせる等により補正係数を１(2)に変更するものとする。なお、現場閉所（現場休

息）の達成状況を確認した結果、通期の週休２日に満たない場合は補正係数を除し、請負代金額

のうち労務費補正分を減額変更する。  

 

３ 単価の補正方法等  

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。  

(1) 複合単価  

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価（静岡県）に１による補正係数を乗じて補正す

る。 なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。  

 

(2) 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格等  

市場単価と補正市場単価は、１による補正係数から算出した以下の表Ａ－２、表Ｅ－２及び表

Ｍ－２の補正率及び以下の式により補正する。  

  

【新営工事の場合】  

市場単価及び補正市場単価 × 新営補正率  

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】  

市場単価及び補正市場単価 × 新営補正率  

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】 

市場単価及び補正市場単価 × 改修補正率  

  

 （参考）  

「基準単価」及び「基準補正単価」とは、建築工事積算基準等資料第４編第１章７(3)による。  

執務並行改修の場合の基準補正単価は建築工事積算基準等資料第４編第１章７ (3)ロ．基準補正

単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、

表Ａ－２、表Ｅ－２及び表Ｍ－２の改修補正率を用いた上記の式により市場単価（補正市場単

価）を補正して算定すること。  
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物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を以下の表の補正

率を用いた以下の式により補正する。  

 

【新営工事、全館無人改修の場合】  

物価資料の掲載価格 × 新営補正率  

【執務並行改修の場合】  

物価資料の掲載価格 × 改修補正率  
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(3) 見積価格等を参考として定める単価  

製造業者・専門工事業者の見積価格等を参考にして単価を設定する場合は、公共建築工事標準

仕様書の施工条件（行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日に施工しないことを原

則とすること等）により見積依頼するため、当該単価は週休２日推進に係る補正の対象としな

い。  

    


